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密
霧
水
頭
翌
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學
校
長

告

示
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・文
部
省
世
歪
誓
百
十
―
―
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燐
（
京
演
女
子
商
業
學
校
位
置
喪
更
認
可
）
ー
同
第
一
＿＿
百
十
四
筑
（
史
践
名
勝

ー

ー

天
然
紀
念
物
指
定
）

1

同
第
一
l

一
百
十
五
臨
（
長
崎
女
子
商
莱
學
校
位
撚
翠
更
認
可
）
ー
ー
同

悠
―ー
百
十
六

雙

図
寮
所
有
者
住
所
笈
更
）
ー
ー
同
第
一-]
百
十
七
臨
（
國
狡
所
布
者
袈
．史
）ー
ー
向
第
一1
一百
十
八
琥

（安
蕊

高
的
女
學
按
設
立
者
変
更
認
可
）

ー

阿
第
一
――
百
十
九
鰈

（師
範
學
校
中
學
校
高
毎
女
學
校
数
員
無
試
琺

検
定
取
扱
許
可
學
校
中
日
本
女
子
高
綿
學
院
ノ
項
改
正
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り
ま
す
。

在
外
研
究

員
、
育
英
事

粟
、
支
那
留

撃
生
に
闘
す

る

事

項

も

亦
，
學
務
課

に
於
て
分
掌

致
し
て
居
り

ま
す
。次
に
駆
藝

課
で
あ
り
ま

す
。
暴
靱
課

に
於
き
ま
し

i

‘̀.,ifし

て
は
、先
づ
、

最
近
特
に
問
題
に
な
り
ま
し
た
帝
國
美
術
院
に
闘
す
る
渾
項
を
取
扱
っ
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、
帝
國
學
士
院
の
事
を
司
り
．
科
學
研
究
奨
励
の
苺
を
分
掌
し
且
學

術
研
究
會
議
其
の
他
の
學
術
會
の
幕
を
司
つ
て
居
り
ま
す
。

科
挫
研
究
奨
励
に
闘
し
ま
し
て
は
，
學
藝
線
に
於
て
基
礎
的
な
科
學
の

文

部

省

の

話

'...ー．

，け9
1

,

ヽ

交
部
時
報
．
穿
．在
百
i
2
'
-i披

省 部 叉：

'守

＇`

•9
9

.

―
・
・
→

9

,
I

.

，：
文
部
省
と
申
し
ま
す
れ
ば
應
羞
校
を
聯
想
致
し
ま
す
が
、
確
に
學
校

の
指
導
監
帰
と
云
ふ
専
は
文
部
省
の
重
大
な
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
現
在
學

校
敷
は
約
四
芭
ハ
千
で
あ
り
史
し
て
、
其
の
殺
校
に
犀
ん
で
居
り
ま
す
者

は
壼
千
参
百
七
拾
六
寓
餘
人
に
逹
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
や
う
に
多
数
の
皐
校
の
指
導
監
督
は
文
部
省
の
蔑
要
な
仕
事
で
あ
り

ま
す
が
、
さ
り
と
て
数
育
の
み
が
文
部
省
の
仕
事
の
全
部
で
は
あ
り
ま
せ

v
u
 

ー
文
部
省
官
制
に
明
に
示
し
て
居
り
ま
す
通
り
，
文
部
省
は
敬
育
、
挫
藝

及
宗
数
に
脚
す
る
事
項
を
管
理
致
し
て
居
り
ま
す
。
柳
ち
文
部
省
は
我
國

数
學
の
向
上
被
展
を
策
す
る
重
要
官
鹿
で
あ
り
文
数
刷
新
の
原
動
官
腿
で

あ
り
ま
す
＂
そ
れ
故
現
在
文

部
省
に
於
き
ま
し
て
は
大
臣
官
房
の
外
七
局

・一
部
が
あ
り
≫．
大
臣
官
房
は
五
課
に
．
各
局
は
二
課
又
竺
二
課
に
分
れ
て

第
一

門正學大國帝京東

f

．冷
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9
,
'
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ー・・

・・＇

．

．
 

↓
・

ヘ⇒
J

ヽ

、

、

も し
し

・

之
れ
よ
り
各
局
部
課
の
幕
務
に
就
い
て
簡
箪
に
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
c

文
部
大
臣
官
房
文
書
課
長

緊
柄
な
る
連
絡
を
と
り
つ
上
事
務
を
分
学
し
数
學
振
興
の
禽
、
日
夜
苦
心

致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

に
先
づ
専
門
學
務
局
で
あ
り
ま
す
が
≫
専
門
禄
務
局
に
は
學
務

課
及
墨
藝
課
の
二
課
が
あ
り
ま
す
。
學
務
課
は
、高
等
學
校
、大
晶
及
賞
業

専
門
學
校
を
除
い
た
専
門
慇
校
、
例
之
外
國
語
學
校
と
か
、
私
立
の
専
門

部
、
瞼
科
智
學
専
門
母
校
な
ど
に
闘
す
る
事
項
を
取
扱
つ
て
居
り
ま
す
。

叉
、
天
文
＿
零
偲
染
病
研
究
所
、
航
空
研
究
所
、
金
島
材
料
研
究
所
、

地
震
研
究
所
、
化
學
研
究
所
、
混
泉
治
療
學
研
究
所
、
微
生
物
研
究
所
な

ど
の
特
別
な
研
究
機
拙
が
あ
り
ま
す
こ
と
は
既
に
御
承
知
の
事
と
存
じ
ま

す
が
、
此
等
に
闘
す
る
事
項
も
亦
専
門
學
務
局
學
務
謀
の
所
管
事
項
で
あ

’

研
究
ー
ー
自
然
科
學
は
勿
論
梢
帥
科
學
の
基
礎
的
な
研
究
に
封
し
ま
し
て

も
研
究
者
に
奨
励
金
を
交
付
し
≫
日
本
器
術
捩
興
會
の
綜
合
的
な
る
研
究

四
奨
励
金
を
交
付
す
る
の
と
相
侯
つ
て
、
科
學
の
進
歩
登
逹
に
貢
獄
致
し

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
J

か
く
し
て
研
究
の
結

果
は
博
士
論
文
と
し
て

顕
れ
る
事
が
多
い
の
で

あ
り
ま
す
が
、
此
の
學

位
及
稲
琥
に
闊
す
る
事

項
を
も
取
扱
ひ
、
咋
年

度
、

一
ヶ
年
に
九
百
九

十
八
人
約
一
千
人
の
方

々
に
陳
士
琥
授
典
の
認

可
を
致
し
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。

．

又
最
近
躍
進
的
疲
逹

の
途
上
に
在
り
ま
す
る

我
が
航
｛全毎
業
の
褻
展

の
為
に
航
空
評
謡
舎
が

骰
●
ら
れ
て
居
り
ま
す

堀

池

（
本
編
は
去
る
九
月
四
日
ラ
ヂ
オ
て
放
送
し
た
も
の
の
要
旨
て
あ
る

文

部

省

の

話

英
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、
例
之
學
校
の
設
置
痰
止
、
位
樹
の
礎
更
及
生
徒
各
恩
火
変
更
等
に
闊
し
認

可
不
認
可
を
決
定
致
し
て
届
る
の
で
あ
り
ま
す。

學
務
課
は
普
通
塾
育
の
み
た
ら
文
特
種
敦
育
に
就
ど
て
も
亦
所
管
致
し

＇

、
A

Jr 
、I.

ゃ＇

... 

盛購ゾぃ學大國帝京東

が
、
共
の
事
項
を
分
掌
し
、
之
と
最
も
密
接
た
闊
係
を
有
す
る
氣
象
豪
‘
測

候
所
、
及
綿
度
観
測
所
に
闘
す
る
事
項
も
亦
殴
磋
課
の
〈
盈
竿
事
項
で
あ
り

ま
す
。

．

例
測
地
學
委
員
金
、
理
學
文
書
目
錨
委
良
含
、
裳
災
橡
防
評
謡
會
等
に

闘
す
る
事
項
を
も
取
扱
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二

に
普
通
梨
務
局
で
あ
り
ま
す
。
普
逍
線
務
局
も
梨
務
課
庶
務
課

の
二
課
が
あ
り
ま
す
。

學
務
課
は
、
下
は
幼
稚
園
小
殿
校
か
ら
．
上
は
高
等
師
範
屎
校
に
至
る

迄
非
常
に
多
撒
の
幕
校
幼
稚
園
を
指
渫
監
醤
致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま

すゥ

文

部

時

報

然

五

百

六

十

二

競

均
｀

一五

て
＇
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、

,
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院 士 學 図 帝
，

幼
稚
園
小
屎
校
に
関
し
ま
し
て
は
第
i
次
に
府
縣
知
事
が
弊
督
し
、
其

の
設
置
痰
止
に
至
る
迄
殆
ど
綿
て
の
事
項
妃
闘
し
認
可
，
不
認
可
を
決
定

し
て
居
り
ま
す
が
．

今
同
の
如
く
國
策
と

し
て
数
育
の
刷
新
改

善
が
選
ば
れ
義
務
敦

束
育
年
限
の
延
長
が
問

題
に
な
り
ま
す
と
學

京帝

務
課
は
キ
管
課
と
し

脳大
て
慎
貌
考
究
の
上
立

學
案
す
る
を
要
す
る
の

で
あ
り
ま
す
っ

固書節
小
母
校
に
闊
聯
し

て
座
齢
兒
窟
の
就
學

に
馴
す
る
事
項
を
取

扱
ひ
．
致
困
た
る
家

庭
の
兒
輩
，．
辣
常
を

持
参
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
橡
な
兒
意
に
堂
食
を
給
す
る
為
の
挙
校
給
食

費
の
交
付
も
致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

，
．

中
母
校
、
高
等
女
熙
校
輝
範
學
校
に
関
し
ま
し
て
は
直
嬰
た
る
事
項
、

て
屁
り
ま
す
3

肖
母

校
聾
學
校
に
翻
す
る

事
項
は
勿
論
、
東
京

市
立
の
光
明
駆
校
の

如
き
肢
憫
不
良
兒
の

激
育
，
さ
て
は
不
良

行
為
を
為
す
虞
の
あ

る
兒
窟
を
牧
容
し
て

居
り
ま
す
少
年
数
陵

院
の
数
科
の
承
認
を

も
致
し
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。

又
外
國
に
設
臨
せ

る
本
邦
人
を
数
育
す

る
學
校
を
、
外
務
大

臣

と

共

に

．
．
 
在
外
指

定
學
校
と
し
て
指
定
じ
．
其
の
数
負
に
恩
給
法
を
適
用
せ
し
め
て
店
る
の

で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
外
大
學
を
除
き
た
る
學
校
の
数
練
及
配
局
照
校
に
賜
す
る
事
項

を
分
学
し
且
数
育
舎
に
闘
す
る
事
項
を
も
掌
つ
て
居
り
ま
す
。

見l

:
d、
ヽ



農
業
数
育
課
L
J

が
あ
り
ま
す
。

商
工
教
育
課
に

．
於
き
ま
し
て
は

商
業
學
校
鳥
エ

海紐
墨
學
校
．
喜

麟
喜
校
及
其
の
専

附
門
學
校
諒
に
職

腸狼
業
學
校
に
闊
す

測船
る
奪
項
を
取
扱

疇

竺

更

に

航

海

・
メ
練
習
所
に
闘
す

・
る
事
項
を
取
扱

つ
て
居
り
ま

す。

．

9

.航
海
練
習
所

．
は
●
商
船
學
校

の
本
科
航
海
科
を
卒
り
た
る
者
を
入
所
せ
し
め
航
海
の
練
習
を
為
さ
し
む

る
所
で
あ
り
ま
し
て
．
練
習
期
間
は

一
年
三
ヶ
月
以
内
、
之
が
訓
練
の
為

に
文
部
省
で
は
昭
和
五
年
日
本
丸
海
王
丸
と
云
ふ
二
、
二
八
三
噸
の
姉
妹

船
を
建
造
し
て
賀
地
の
練
習
に
常
ら
し
め
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

文
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庶
務
課
は
、
大
樫
母
務
課
の
主
管
致
し
ま
す
母
校
に
闘
係
す
る
抽
助
喪

を
学
り
≫
市
町
村
義
務
該
育
蓑
國
庫
魚
超
金
は
勿
論
，
師
範
敬
育
袈
補
助
、

百
咬
敬
育
費
佛
助
に
闘
す
る
事
項
を
〈
刀
掌
し
て
居
り
ま
す
。
又
専
門
泉
枝

入
學
．者
の
桧
定
と
高
等
試
験
令
第
七
條
に
依
る
試
験
を
施
行
し
て
居
る
の

文
部
時
報
立
痰
五
百
六
十
二
銃

合 睾 慨 突 象 第 ．央，＂

七

球氣澗探型象氣歴高

で
あ
り
ま
す
●

専
門
母
校
入
學
者
の
検
定
は
零
門
學
校
の
本
科
に
入
學
し
や
う
と
す
る

者
で
中
學
校
又
は
修
紫
年
限
四
年
以
上
の
高
等
女
學
枝
を
卒
業
せ
た
い
者

に
甜
し
て
學
力
桧
定
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
試
験
桧
定
は
毎
年
ニ

同
之
を
行
ひ
、
無

試
瞼
桧
定
は
各
亭

門
學
校
に
於
て
生
．

怠

徒
入
學
の
際
に
之

，

“

を
行
ふ
の
で
あ
り

齊

ま
す
0

・

羹ぶ`．

又
庶
務
課
に
於

．5
.アt

き
ま
し
て
は
訴
願

＂応
i
ふ
，
3

に
闘
す
る
事
項
を

唸
必闘5

も
分
掌
し
て
居
る

『
r
、

の
で
あ
り
ま
す
。

●｛^`

第
一I
ー

に
貢
業

學
務
局
で
あ
り
ま

す
が
、
賞
業
學
務

局
も
亦
二
課
に
分

れ
、
商
工
敬
育
課

.
t
 ・テ、
．．
 

｀

・

必

,'

,':',''

-,.-
,
'
↓芝
，4，99ff
'999し、な，．．
 
、`

9・，＇

．ヽ＇
，＜
，
t
.
，．’＼
●ヽ，

．

．
 
、数
”ぷ
・ダ

農
業
教
育
課
に
於
き
ま
し
て
は
農
業
皐
校
、
水
産
學
校
及
共
の
専
門
學

校
に
闘
す
る
事
項
及
賀
梁
数
育
贅
の
國
庫
補
助
を
学
つ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。
之
に
開
聯
し
て
注
意
す
べ
き
事
は
移
植
民
数
育
の
事
で
あ
り
ま
す
。

領
土
頗
る
狭
溢
た
る
人
口
頗
る
躙
密
≫
而
も
年
々
敷
＋
萬
人
の
人
口
噌

加
を
見
て
居
り
ま
す
我
園
と
致
し
ま
し
て
は
拓
植
に
闘
し
特
に
図
家
と
し

て
方
策
を
講
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
J
そ
れ
で
盛
岡

、

三
這
•

宮
崎
の
三
高
等
晟
林
學
校
に
拓
棟
訓
練
所
を
設
置
し
、
濡
黎
又
は
南
米
紀

移
住
し
て
農
業
に
従
事
せ
ん
と
す
る
者
に

一
年
間
須
要
た
る
知
識
技
能
を
・

授
く
る
と
共
に
心
身
の
訓
練
を
施
し
、
以
て
確
固
た
る
信
念
を
有
す
る
人

物
を
養
成
し
．
之
を
南
米
又
は
満
蒙
に
送
り
出
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す

ヤ

｀
｀
し9'‘、
し．＂や

H
ハ

．．
 

,
9
>
.
2j
 

．
 

p

.
 

蓋 象・ 氣 洋 海
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文
部
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報

．第
五
百
六
土
函

況
）
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↑

,
 

肱 食 ，，^r 芥m 校 卑

，．
が
、
成
紺
頗
る
良

口

好
で
あ
り
ま
す
。

叉
昭
和
八
年
以

丞
降
銀
年
夏
季
に
於

て
南
洋
拓
植
紀
闘

東
東

す
る
諮
習
を
賀
施

J

.
4
 

し
て
居
る
の
で
あ

京，／芍で＂
文

り

ま

す

。

此

の

認

鈴
即
習
は
晟
學
狡
又
は

師
ト

水

産

學

校

の

最

高

窄
窮

欅
年
の
生
徒
中
二

A
 

大
學

男
又
は
一
二
男
で
あ

つ
て
豚
来
南
洋
に

昴
校

扉
飛
せ
ん
と
す
る

者
を
一
二
十
名
乃
至

三
十
五
名
選
び
、

南
洋
に
於
て
一
月
半
乃
至
ニ
ヶ
月
間
賀
地
の
霰
瞼
を
得
し
め
、
以
て
海
外

寝
展
の
氣
宇
と
養
成
致
し
て
届
る
の
で
あ
り
ま
す
。

究
業
数
育
は
産
業
維
新
の
誼
大
時
局
に
常
面
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
於
て

特
に
共
の
飛
踪
的
進
屎
を
闊
る
必
要
が
あ
i
J
ま
す
の
で
、
咋
年
六
月
よ
り

験
検
定
に
分
つ
こ
と
が
州
来
ま
す
が
、
何
れ
も
数
負
桧
定
委
員
會
に
於
て

受
瞼
者
の
學
力
性
行
及
身
儒
に
就
き
之
を
行
ひ
、
之
に
合
格
し
た
る
と
き

免
妹
の
種
類
に
應
じ
て
夫
れ
夫
れ
の
局
謀
に
於
て
免
欣
を
交
付
す
る
の
で .v. l、... 

1 

斯
界
の
横
威
栄
を
集
め
て
賀
粟
敬
育
捩
典
委
員
會
を
作
り
、
賀
業
教
育
の

改
善
捺
興
の
方
途

に
開
し
調
杏
審
議

せ
ら
れ
つ
つ
あ
る

あ
り
ま
す
。
叉
試

瞼
検
定
は
毎
年

i

同
は
少
く
と
も
施

行
し
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。

第
四

以
●
直

接
躾
校
の
指
導
盤

督
に
闘
係
あ
る
局

課
に
就
い
て
申
し

述
べ
終
り
ま
し
た

が
母
校
数
育
の
奴

果
は
数
員
の
優
良

な
る
こ
と
と
要
す

る
こ
と
は
申
す
迄

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
之
と
共
に
適
切
な
る
数
科
用
圏
書
を
必
要
と
す
る
こ

と
は
多
言
を
要
さ
な
い
こ
と
と
信
じ
ま
す
。
そ
こ
で
政
府
は
文
部
省
に
圏

巻
局
を
置
き
、
良
嘗
の
供
給
と
使
用
と
に
努
力
せ
し
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

＊
 

一九

園
書
局
も
亦
編
修
課
と
褒
行
課
の
二
課
に
分
れ
て
居
り
ま
す
が
、
編
修

課
に
於
．て
ば
國
定
数
科
滋
9

共
の
他
各
阜
校
の
数
科
害
を
編
築
し
、
褻
行
課

-.. 
ヽ
3 

凡＇

校碁範 !Ii~); ：茫女．誼

戯笛 一八

校 學 酉
J
「
h
,
'ノ 束

の
で
あ
り
ま
す
c

的
此
の
際
数
員

桧
定
委
員
食
に
つ

き
ま
し
て

一
言
附

加
致
し
ま
す
。

数
員
養
成
を
目

的
と
す
る
學
校
の

卒
業
者
以
外
の
者

で
数
員
免
許
欣
を

．
得
や
う
と
す
る
も

の
は
、
数
及
桧
定

に
合
格
す
る
こ
と

を
要
す
る
こ
と
と

た
っ
て
居
り
ま

す
。
其
の
桧
定
は

．
試
験
桧
定
及
無
試



文

部

省

の

話

至習武科染色校砂遅紅遠系高都政

に
於
て
は
之
が
装
行
を
行
ひ
且

敬
科
用
圏
魯
の
調
葦
，
桧
定
及

認
可
を
致
し
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。小
學
校
の
数
科
用
箇
書
は
年

々
約
八
千
五
百
萬
冊
を
褒
行
褒

要
し
．
共
の
債
格
は
五
錢
乃
至

二
十

一
錢
で
あ
り
，
國
語
の
如

き
は
僅
に
七
錢
乃
至
十
五
錢
で

色
刷
の
綺
濁
な
本
を
壺
行
致
し

て
居
り
ま
す
の
で
，
製
本
紙
質
が
可
良
而
も
定
債
が
廉
な
る
邸
に
於
て
世

界
屈
指
で
あ
り
誇
る
に
足
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

最
近
東
北
振
興
計
劃
の
一
っ
と
し
て
束
北
謙
本
を
登
行
す
る
こ
と
と
な

り
、
渚
々
其
の
準
備
を
す
す
め
て
居
り
ま
す
。
此
の
東
北
諧
本
は
恐
ら
く

は
昭
和
十
三
年
四
月
か
ら
東
北
地
方
の
高
等
小
挫
校
及
青
年
學
校
で
使
用

せ

し

め

る

こ

と

と

な

る

の

で

あ

り

ま

せ

う

。

．

師
範
學
校
、
中
母
校
、
高
等
女
學
校
，
度
業
學
校
等
の
生
徒
用
教
科
嘗
は

検
定
制
度
を
採
用
致
し
て
一
の
ま
す
。
部
ち
数
科
用
園
書
と
し
て
適
営
な
る

か
否
か
を
審
査
し
適
嘗
な
る
も
の
に
は
桧
定
を
，典
へ
、
桧
定
を
鎧
た
る
数

科
書
を
原
則
と
し
て
使
用
せ
し
め
る
こ
と
と
致
し
て
居
り
ま
す
。

ほ
漸
次
模
範
数
科
誓
を
編
纂
す
る
の
方
針
を
定
め
て
居
り
ま
し
た
が
、
今

同
修
身
公
民
科
及
國
史
に
闊
し
ま
し
て
師
範
母
校
、
中
學
校
、
高
等
女
學

認
呻
墓
祟
校
用
の
敬
科
布
を
文
部
省
に
於
て
編
築
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
の
で
，
昭
和
＋
＝
平
四
月
に
は
其
の
第
一
學
年
用
が
登
行
さ
れ
使
用

せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
と
と
と
存
じ
ま
す
。

．

更
に
高
等
學
狡
及
大
學
躁
科
の
教
科
害
に
閥
し
ま
し
て
は
認
可
制
度
を

採
川
し
、
梨
絞
長
の
申
請
に
依
つ
て
調
査
を
薦
し
適
営
と
認
め
た
る
も
の

に
限
り
認
可
を
興
へ
使

用
せ
し
め
る
こ
と
と
致

し
一
J
届
り
ま
す
J

此
の
如
く
毅
科
笠
の

壺
行
、
調
査
、
桧
定
及

認
可
は
闘
磁
局
の
直
大

な
る
任
謗
で
あ
り
ま

I
 

0
 

ォ
第
五

に
祉
會
敬
育

局
に
就
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。祉
會
敬
育
局
は
寄
年

数
育
課
、
．
成
人
数
育
課

座
い
ま
す
。

丸王洵及丸＊I'!船習練所習線海航

四

成
人
数
育
に
闘
す

行
っ
て
居
り
ま
す
。

更
に
牡
丁
の
数
育
調
査
を

に
闘
す
る
事
項
を
取
扱
ひ

敬
育
機
闘
た
る
青
左
よ
学
校

督
と
．

男
女
宵
年
太
衆
の

如
き
少
年
圏
懐
の
指
導
監

及
庶
務
課
の
三
課
に
分
れ

て
居
り
ま
す
。
青
年
敬
育

謀
柘
於
て
は
吉
年
園
女
子

寄
年
園
の
如
き
齊
年
園

盟
蒼
ボ
ー
イ
ス

カ
ウ

ト
の

只
今
宵
年
数
育
課
に
於

き
ま
し
て
は
特
に
寄
年
學

校
の
助
成
疲
逹
に
力
を
致

し，

就
中
私
立
青
年
母
校

の
設
置
を
奨
励
し
，
共
の

E
 

ふ召志忍て’
.
ぶ亨ぷi．ゞ”°.

 

数
科
内
容
の
整
備
に
力
を
致
し
て
各
科
の
数
授
要
目
の
制
定
に
大
堂
で
御

成
人
敬
育
課
は
文
字
に
現
は
れ
て
居
り
ま
す
通
り
、

‘

.

9

し
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E
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r
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＇
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都 ．＂京

然
し
桧
定
制
度
に
更
に

一
歩
を
進
め
て
師
範
學
校
用
教
科
書
に
翡
し
て

文
部
時
報
第
五
百
六
十
二
競

四

0



文

部

省

の

話

庶
務
課
に
於
き

ま
し
て
は
映
需
、

レコ

ー
ド
な
始
め

民
衆
娯
業
に
開
す

る
事
項
、
岡
書
の

認
定
及
推
廊
に
開

す
る
事
項
及
生
活

改
菩
に
梱
す
る
事

項
を
分
掌
し
て
居

り
ま
す
が
、
殊
に

映
笙
に
就
い
て
は

大
正
十
二
年
以
来

フ
ィ
ル
ム
の
製
作

を
行
ひ
，
之
を
頒

布
し
、
或
は
之
を

各
府
縣
に
無
料
交

付
し
或
は
フ
ィ
ル
ム
の
貸
典
の
規
定
を
設
け
る
等

~

非
常
な
る
努
力
を
彿

つ
て
居
り
ま
す
。
猶
民
間
作
製
の
フ
ィ
J
V
A

で
社
會
敢
育
上
適
嘗
と
認
め

/.
J

l
e．
ー
勺
北
で

•ぐlヤ

文
部
時
報
然
五
百
六
十
二
競

沓 科 欧 定 固

る
幕
項
を
分
掌

し≫
．園
書
館
を

初
め
博
物
館
、

勤
物
園
等
の
裂

冤
施
設
を
取
扱

ひ
祗
禽
敢
育
幽

儘
を
指
導
監
督

致
し
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す

が
、
其
の
中
現

在
特
に
公
民
敬

育
と
社
會
教
育

網
の
完
成
に
カ

を
致
し
て
居
る

の
で
あ
り
ま

す
J
本
年
度
に

於
き
ま
し
て
は
自
治
振
興
公
民
教
育
施
設
と
し
て
文
部
省
と
内
務
省
と
開

催
地
縣
と
が
共
同
主
催
と
な
り
、
＋
縣
に
於
て
自
治
振
興
公
民
数
育
請
習

協
識
會
を
開
催
し
、
更
に
二
十
府
縣
に
委
懸
し
て
同
じ
く
共
同
主
催
と
し

て
自
治
振
興
公
民
敦
育
講
座
を
開
設
せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま

居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
其
の
委
員
敷
九
寓

一
千
人
を
超
え
、
腔
来

釜
々
増
加
を
ん
と
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

習痰扱農の徒生（直三）所練蔀i槌拓二第

四

思
想
局
に
就
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
思
想
局
は
ゥ

1
‘
學
校
及
祉
會
数
育
幽
儒
に
於
け
る
思
想
上
の
指
導
，
監
督
及
調
査

に
闘
す
る
事
項

2
、
共
の
他
思
想
上
の
指
導
及
調
査
に
闊
す
る
事
項

8
，
國
民
梢
紳
文
化
研
究
所
に
闘
す
る
事
項

｝

；
 

‘、
7

公
．、＇‘

[
ヽ
ヽ
．
乱
ヽ
叶

ー

且

4勾 す
。
叉
直
轄
學
校
二
十
五
校
に
於
て
公
民
数
育
諧
座
を
開
設
し
、
以
て

一

般
民
衆
の
資
質
向
上
に
贅
し
度
い
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

又
時
局
に
鑑
み
特
に
射
策
を
謡
す
る
の
要
甚
し
き
も
の
が
あ
り
ま
す
の

で
b

外
務
省
、
内
狗
省
、陸
軍
省
、
淘
軍
省
‘
巖
林
省
-
'
:
J
我
が
文
部
省
と
の
六

省
が
聯
合
し
て
、
十
ヶ
所
の
地
方
都
市
に
於
て
時
局
甜
策
六
省
聯
合
誘
演

協
議
會
を
開
催
し
≫

各
省
よ
り
係
員
を
派

し
て
之
を
指
導
し
≫

國
運
伸
展
の
一
助
た
．

ら
し
め
ん
と
し
て
居

敬
る
の
で
あ
り
ま
す
。

貝
社
會
教
育
は
少
数

免
の
指
導
者
の
み
に
依

許
つ
て
は
仲
々
放
果
の

朕
緞
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
J
そ
れ
故
全

國
に
祗
會
較
育
網
を

敷
か
ん
こ
と
を
期

し
、
社
會
数
育
委
員

の
披
置
を
勤
奨
し
て

四

館 帯 ’岡 國 帝

第
六

に

で

あ

り

ま

す。
ら
る
る
も
の

は
之
を
認
定

し
或
は
之
を

推
諮
紹
介
致

し
て
居
り
ま

す
。
又
優
良

な
る
映
整
作

製
者
に
は
文

部
大
臣
よ
り

寅
牌
を
授
輿

し
て
之
を
勧

め
て
居
る
の

．，．．．， 
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"
t
t
,
t
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＂



帥
文
化
類
戟
に
、
或
は
國
民
梢
誹
文
化
月
報
に
登
表
し
、
時
に
は
パ
ン
フ

レッ

ト
と
な
し
て
輿
．論
に
諒
ふ
る
と
共
に
赤
化
し
た
る
學
生
、
生
徒
を
入

所
せ
し
め
て
之
を
蒋
向
せ
し
め
、
或
は
學
絞
数
鉛
を
入
所
せ
し
め
て
研
究

指
導
し
以
て
其
の
数
兵
を
沿
じ
て
國
民
梢
肺
の
作
典
に
力
め
つ
つ
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
が
、
更
に
各
府
縣
に
は
國
民
梢
呻
文
化
講
習
所
を
敗
置
せ
し

め
、
之
と
相
侯
ち
て
固

民
梢
神
文
化
の
殺
拗
に

寅
獄
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
っ

・

更
に
最
近
に
於
き
ま

し
て
は
≫
各
大
挫
、
高

等
學
校
、
寧
門
學
校
に

は
、
日
本
文
化
講
義
を

開
設
せ
し
め
9

日
本
文

化
に
靭
す
る
學
者
賞
際

家
の
所
説
を
聞
か
し
め

．る
こ
と
と
し
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
叉
日
本

文

部

省

の

話

洞風塑小部學ユ項lif訊郎猜・I•京東
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ヽ

文
化
数
官
諮
習
を
開
く

こ
と
と
し
ー
去
る
七
月

を
掌
り
、
思
想
課
及
調
究
課
に
之
を
分
掌
せ
し
め
て
届
り
ま
す
。

思
惣
局
に
於
き
ま
し
て
は
國
儒
観
念
を
明
徽
な
ら
し
め
、
日
本
糊
稗
を

作
典
す
る
為
、
稲
夕
な
る
指
導
方
法
を
採
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

文
部
時
報

．第
五
百
六
＋
1

-

盤

賄甜 ・餡 番閂固帝

四
五

囮
日
間
歴
史

に
闘
す
る
数

官
諸
習
を
開

催
致
し
た
の

で
あ
り
ま
す

が
、
来
る
十

月
に
は
自
然

科
學
に
つ
き

購

習

をヽ

開

き
）
漸
次
各

科
目
に
つ
き

開
催
の
見
込

で

あ

り

ま

す
0

叉
剛
儒

の
本
義
に
闘

す
る
諸
冊
の
福
纂
を
企
て
て
居
り
ま
す
の
で
≫
本
年
度
中
に
は
之
を
完
成

し
、
三
十
萬
部
を
数
育
闘
係
者
に
閑
布
の
躁
定
で
あ
り
ま
す
。
例
近
く
日

本
諸
學
振
興
委
員
會
を
作
り
、
國
儒
，
日
本
精
紳
の
本
毅
に
基
く
母
合
の

開
催
を
企
て
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
づ
教
育
學
に
闘
す
る
學
食
を

で
＂ガ K・;1'.9，：．ゃ．9＜
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所究研化文帥紡民盛I 、t沿

其
の
二
1

一一
に
つ
き
申
し
述
べ
ま
す
。

我
が
國
敬
母
の
現
朕
に
鑑
み
共
の
刷
新
振
興
を
圏
る
の
必
要
を
認
め
ま

し
て
、
有
力
な
る
卑
者
、
教
育
家
、
有
識
者
等
を
以
て
数
學
刷
新
評
議
會

を
紐
織
し
、
咋
年
十
二
月
五
日
其
の
第

i
同
綿
會
が
開
か
れ
、
雨
来
諮
問

に
應
じ
て
刷
新
の

根
本
方
策
に
闘
し

熱
心
な
る
研
究
審

議
を
進
め
て
居
ま

す
が
，
近
く
共
の

答
申
を
為
さ
ん
と

す
る
の
現
吠
に
あ

り
ま
す
。

國
民
梢
帥
文
化

研
究
所
は
御
承
知

の
通
り
國
民
精
紳

文
化
に
闘
す
る
研

究
を
行
ひ
，
共
の

結
果
を
或
は
國
民

梢

詩

文

化

研

究

に
≫
或
は
國
民
精

四
四

十
五
日
よ
り

＜ ,, 



文

部

省

の

話

ら
、
紳
枇
は
内
務
省

神
社
局
の
管
掌
す
る

所
で
あ
り
ま
す
が
，

共
の
他
の
一
切
の
宗

数
に
麒
し
て
は
宗
務

課
の
所
管
す
る
所
で

あ
り
ま
す
。
従
つ
て

多
年
の
懸
案
た
る
宗

殺
園
儒
法
の
制
定
の

如
き
は
、
全
く
宗
務

課
の
立
案
す
る
所
で

あ
り
ま
し
て
、
只
今

は
其
の
要
綱
を
宗
数

制
度
調
査
會
に
諮
問

し
審
諧
調
査
中
で
あ

り
ま
す
。

保
存
謀
は
宗
教
局
の
一
課
で
あ
り

ま
す
が
、
殆
ど
宗
敬
と
は
闊
係
が
あ

り
ま
せ
ん
。

共
の
所
管
事
項
は

靱埓部文と報年省部文

→ ● 
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渇

ふ
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沢
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、．．
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／
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開
く
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
く
文
部
省
に
於
き
ま

し
て
は
、
園
髄
明
後
う
日
本
梢
紳
の
作
興
に
は
沿
々
努
力
し
放
果
を
挙
げ

つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
宗
敬
局
に
就
い
一
し
申
し
上
げ
ま
す
。

第
七

宗
数
局
は

一
、
紳
佛
各
派
寺
院
、
宗
数
の
用
に
供
す
る
棠
宇
其
の
他
宗
敬
に
闊
す

る
事
項 文

部
時
報
第
五
百
六
十
二
筑

城路姫 叙國

所

四
七

t
しぇ 研 育 骰

二
、
僧
侶
及
敦
師
に
闘
す
る
事
項

三
，
國
窒
保
存
に
関
す
る
事
項

嬰
史
践
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
に
闘
す
る
事
項

を
掌
つ
て
居
り
ま
す
が
、
宗
務
課
に
於
て
は
前
の
二
者
、
即
ち
軸
道
た
る

敢
派
、
佛
教
た
る
宗
派
、
基
督
数
の
教
會
に
闘
す
る
事
項
を
分
掌
し
、
且

寺
罠
佛
裳
倫
侶
数
師
等
に
闘
す
る
事
項
等

一
切
の
宗
数
に
関
す
る
事

項
と
取
扱
っ
て
ゐ
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
紳
就
は
宗
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

？， 

ー
~
國
蛮
保
存
に
闊
す
る
事
項

2
、
史
蹟
名
院
天
然
紀
念
物
保
存
長
闘
す
る
事
項

3
，
重
要
美
術
品
の
渫
存
に
絹
す
る
専
項

を
分
掌
致
し
て
居
り
ま

す
。
郎
ち

國
蜜
保
存
法
に
依
り

歴
史
の
徴
象
又
は
美
術

の
模
範
と
な
る
べ
き
も

の
を
固
喪
保
存
舎
の
継

を
経
て
國
賢
と
し
て
之

を
指
定
し
、
重
要
美
術

品
等
の
保
存
に
闘
す
る

件
と
云
ふ
法
律
に
依
つ

て
調
査
委
員
會
の
磁
を

親
て
之
を
重
要
美
術
品

と
し
て
認
定
を
な
し
、

執
も
原
則
と
し
て
海
外

に
楡
出
し
又
は
移
出
す

る
こ
と
を
禁
中
る
の
で

あ
り
ま
す
。
俯
國
賓
に

-‘r
 ↓
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文

部

省

3

話

心
'
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文
部
時
報
第
五
百
六
十
二
競

蝙勁迎t9屈所究罫育＃豊

．ャ
t

蘭
し
ま
し
て
は
現
朕

の
嬰
更
は
之
を
禁
止

し
、
共
の
維
持
修
理

に
必
要
た
る
続
費
は

國
庫
に
於
て
之
を
補

助
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
更
に
國
蛮
の
所

有
者
に
封
し
て
は
之

を
帝
室
、
官
立
又
は

美
術
館
に
出
陳
す
べ

き
こ
と
を
命
令
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
之
に

酎
し
て
は

一
定
の
補

給
金
を
支
給
す
る
こ

と
に
な
つ
て
居
り
ま

す。

史
蹟
名
膀
天
然
記
念
物
の
保
存
は
我
國
悟
の
梢
紳
を
登
揚
し
圃
民
柄
帥

を
作
輿
す
る
と
共
花
郷
土
愛
膜
の
勅
砂
笙
油
秀
し
併
せ
て
叫
戻
重
な
る
埠
術

査
部
に
就
い
て
一
首
申
し
上
げ
ま
す
。
敬
育
調
査
部
は
昭
和
八
年
、
数
育

制
度
改
菩
に
関
す
る
串
項
の
調
斉
研
究
を
掌
ら
し
む
る
酋
臨
時
に
文
部
省

に
證
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
外
湖
の
諸
制
度
の
調
査
は
勿
論
我
が

園
内
の
数
育
制
度
改
善
に
脚
し
調
査
研
究
に
餘
念
が
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
外
部
に
は
調
究
の
結
果
を
餘
り
衰
表
致
し
ま
せ
ん
の
で
御
存
卸
の
な

い
方
も
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
敬
育
制
度
改
箸
に
は
隠
れ
た
る
功
努

者
で
あ
り
ま
し
て
、
文
部
省
の
立
案
も
、
此
の
教
育
調
究
部
の
調
査
研
究

に

基

く

こ

と

が

多

い

の

で

あ

り

ま

ず

。

．

第
九

に
大
臣
官
房
に
つ
き
申
し
述
べ
ま
す
。

大
臣
官
房
は
秘
奢
課
、文
衛
課
、
愈
計
課
、
建
築
課
及
儒
育
諒
の
五
課
に

分
れ
て
居
り
ま
す
が

秘
書
課
は
人
事
に
闘
す
る

i
切
の
事
項
を
主
管
致
し
て
胎
り
ま
す
。
例

御
冥
影
拉
勅
語
謄
本
に
闘
す
る
事
項

も
亦
秘
笞
課
の
取
扱
ふ
所
で
あ
り
ま
す
。

文
密
牒
は
公
文
害
の
牧
受
ぶ
装
空
保
存
を
致
し
ま
す
こ
と
は
勿
論
で
あ

り
ま
す
が
、
異
祁
年
報
共
の
他
の
統
計
を
取
り
鍋
め
、
且
各
烏
課
の
主
伶

に
熙
せ
ざ
る
専
謗
を
も
取
扱
ひ
、
更
に
規
定
外
の
仕
布
で

は
あ
り
ま
す

が
、
文
部
時
報
を
月
三
同
痰
行
し
之
が
絹
纂
に
常
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま

す
。奢
計
課
は
本
省
所
管
の
経
裁
及
誌
牧
入
の
橡
筑
決
符
窃
笞
計
に
闘
す

公
立
の
膊
物
僻
叉
は

四
九

研
究
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
史
践
名
豚
天
然
紀
念
物

法
に
依
つ
て
共
の
詫
問
槻
闘
た
る
調
査
委
員
會
の
議
ナ
丘
雛
て
之
を
指
定
す

る
の
で
あ
り
ま
す
が
．
指
定
物
件
に
甜
し
て
は
檻
り
に
現
歌
と
婆
更
し
又

は
保
存
に
影
孵
す
べ
含
行
為
を
禁
止
し
，
其
の
管
理
費
用
に
醐
し
て
は
補

之

助

金

を

典

へ

て

居

る

の

で
あ
り
ま
す
。

此
の
際
各
励
に
通
七

る
印
項
と
し
て
法
人
に

観
し

ア
育
申
し
上
げ
ま

す
。
法
人
は
共
の
主
た

る
目
的
に
依
り
ま
し
て

共
の
目
的
の
事
項
を
主

管
す
る
局
課
に
於
て
指

渫
腔
帯
す
る
こ
↓
J
と
致

し
て
居
る
の
で
あ
り
ま

第
入

以
上
七
局
に

就
い
て
簡
箪
で
は
あ
り

ま
す
が
申
し
述
べ
終
り
，

ま
し
た
の
で
、
数
育
調

ょ
む四
勺し・

る
審
項
及
舎
計
の
監
督
に
闘
す
る
｛華
項
が
主
な
る
任
務
で
あ
り
ま
す
。

建
築
課
は
本
省
所
管
の
學
校
．
‘
圏
書
館
、博
物
館
等
の
贅
繕
に
抑
す
る
事

項
を
取
扱
ひ
、
公
立
私
立
の
認
娯
校
の
設
計
及
岡
案
の
調
牽
に
闘
す
る
窮

項
を
も
取
扱
つ
て
居
り
ま
す
。
最
近
建
築
課
に
於
き
ま
し
て
は

學
校
建
築
設
備
協
議
會
を
開
催
し
、
通
風
採
光
に
闘
す
る
標
準
を
定
む

べ
く
努
力
中
で
あ
り
ま
す
。

讐
屈
師
は
主
と
し
て
學
校
衛
生
、
儒
育
運
動
等
に
闊
す
る
事
項
を
取
扱

つ
て
胎
り
ま
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
準
備
等
は
帯
育
謀
が
主
と
な

っ
て
御
世
話
申
し
上
げ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
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＝
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．
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山
縣
信
敬
著

内
山
留
吉
著

吉
野
朝
前
後
五
十
餘
年
間
に
．百1

四
六
判
上
製
五
百
餘
頁

◎
い
年
史
”
新
田
左
中
将
義
貞
↓
畔
誌
腔
暉
賢
嗜
血

■正
債

金

煎

圏

者
が
設
ヶ
年
の
苦
心
に

成

る

送

科

十

四

錢

◎
認
浦
洲
事
髪
虚
上
海
事
髪
雷
量

□`
・
豆
町
鰭
尉

際
朕
煎
ま
．
て
群
述
せ
り

．

．

 

送

料

十

四

錢

コ
ロ
ン
プ
ス
の
米
大
陸
登
見
は

中
の
物
の
島
チ
．ハ
ッ
グ
（
日
本
）

◇

吉

原

公

平

氏

新

著

◇

（

（

珍

談

奇

談

天

下

の

奇

書
）
）
◇

墨

マ

ル

コ

ぷ

1
a
の
旅
行
記

へ
到
逹
す
べ

く

西

慕

側

然

に

町
ー
叫
コ
・
ポ
ー
ロ
大
旅
行
記
石
ぷ
由
~
言

言
｀
『

：
ル
コ
！氣

1

旅
行
奇
塁
5

t
国
言
詞躙

•

物
て
あ
る
本
寄
は
マ
ル
コ
・
表
ー

ロ
研
究
の
樅
威
た
る
著
者
が
そ
れ
ら
の
珍
談
奇
談
ゃ
旅行
記
を
藍
池
し
こ
れ
に
該
膊
な
る

研
究
の
結
果
を
参
考
と
し
て

硝
加
し
た
も
の
て
現
代
人
を
返
味
の
跛
物
と
し
て
恰
も
砂
漠
中
の
オ
ア
ジ
ス
の
感
が
あ
る
大
方
の
御
一
讀
を
薩
む
。

詞

闘

園

雪

英
傑
家
康
も
頷
み
芭
祖
も
腋
み
古
来
駆
徒
必
證
の
書
た
り
し
吾
妻
鏡
を
現
代
の
植
善
子
に
す
A

め
ん
と
著
者
は
こ
れ
を
完
成
し
た
。
話
者
は
こ
れ
倦
ま
ざ
る

の
人
、
額
者
ポ
開
き
上
手
な
ら
ば
本
寄
に
よ
っ
て
誤
史
の
典
は
油
然
と
し
て
湧
き
起
る
事
必
定
て
あ
る
。

座口金貯替振
番武七八京東 行登館同大

匿田扉車市京東
三ノ ニ橋ッー

堀
池

英

一

J

.
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文
部
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纂
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係
者
名
甑

（昭
利
十
一
年
八
月
二
十

一
日
現
在
）

文
部
時
報
縮
祝
姿
晨
長
毬

記

官

文

翡

報

m径
奢
仄

．

事

珠

宦

閑

．

託
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託

文

峠
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結
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熊
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伊
隊
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村
秀
――一郎
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保
平
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